
沖縄市地区計圓区域内における嵬築物の顫隕に関する条例の一部を改ｊＥする条例

をこ こに公布する。

令和 ５年 １　 ２　１２ ６日

沖縄市条例第　３２　号

枸縄 市長＝源ムノＬ願
し言



沖縄市地 ［Ｘ針‾翫【Ｘ域 鸚に おけ るせ築物 の制 ほに 関す る条例の一部を

改ｊＥす る条例

沖縄市地 ［Ｘ計画区域鸚における建築物の制限に関する条例（平成 １０ 年神縄市条例

第１４号）の 一部 を次のよ うに 改ｊＥす る。

ＳＩ』表第１ に次のよ うに加える。

国道 ３３０倚沿道胡屋 ・都市計画法第２０条第１ 項の規定によ り告示された中部汞
中央地区地区整備計画 域都市計画ｍ道３３０ 号沿道胡屋・ 中央地迅地［Ｘ計画の区域
鴇域　　　　　　　　　のう ち、 地区ミ備計画が定 めら れた 迅域

別表第２ 中「第３ 条、 第４ 粂、 第５ 条、 第６ 条」 を「第３ 条一 第６ 条」 に改 め、

同表に次のよ うに加え る。

国道 ３３０号 Ａ竟区次 に掲 げる 建築物

沿道胡屋 ・　　　 （１ ）キ ャバ レー 、料‾を店そ の他

中央地［旡霓　　　　　これ らに類す るもの

区整備計画　　　 （２）個ませ浴場業に係るぬ衆鋸
区域　　　　　　　　場そ の他 ごれ に類する もの

（３）マージ ャンｍ、 ぱち んこ

屋、 射白そＪ 場、 勝馬投唇券発売

所、 場タト車券売場その他これ

らに類するもの

（４）倉庫（附属倉庫を除 く。）

（５）畜舎（ペッ トと して飼育す

る犬、猫等の動物の畜舎で １５

ｎｌ ＪＪ、下のも の八び動物病院、

ペッ トシ ョッ プそ の他 これら

に類する もの を除 く。）

（６）工場（ 自家販売のために食

脆製崔業 を営むパ ン屋、米屋

、を腐屋、菓子ミその他これ

らに類す るも の及び洋服店、

を屋、朧具ｔ、自転車店、家

庭電気器具店その他こ れらに

類す るも のを 除く 。）

（７）自動車修理工場 （自 動車販

売店、カ ー用 品店その他これ

らに類す るも のを 除く 。）

（８）危険物 の貯蔵処ミ施設その

他これに類するもの
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（９）葬イ跪ち、 エンバー ミング施

設（業と して 薬液 を使 って遺体

の保存、 遺体の修復等の処置

を行 う施設をいう 。八下同じ

。） ‾ｋび遺体保管所

（１ ０） １階又は これに類する階

で、 次に掲げ る建築物

ア　 住宅、共同住宅、 寄宿舎

及。び下宿

イ　 自動車車庫（１階又は これ

に類する階の店舗‾ｋび事務

所に付属する もの を除 く。）

Ｂ地区次 に掲 げる 建薬物

（１）キ ャバ レー、料を店その他

これらに類するもの

（２）個ｔ付浴場業に係るぬ衆浴

手そ の他 これに類する もの

（３）マ ージ ャン屋、 ぱち んこ

ミ、 射的場、 勝馬投票券を売

所、 手夕ｔヽ 車券売手その他これ

らに類するもの

（４）倉庫（附戮倉庫を除 く。）

（５）畜舎（ペッ トと して飼育す
。　　　　　　　　　　　　　　　－

る犬、猫等の動物の畜舎で １５

ｎｌ以下のもの八び動物病院、

ペッ トシ ョッ プそ の他 これら

に類する もの を除 く。）

（６）工場（ 自家販売 のた めに食

脆製造業 を営むパ ン屋、米ミ

、‾ｉ白Ｌ腐屋、 菓子屋そ の他 これ

らに類す るも の攷、び洋服店、

をを、せ其屋、自転車店、家

庭電気器具店その他これらに

類するも のを除く 。）

（７）自 動車修を工場 （自 動車販

売店、カ ー用 脆店その他これ

らに類す るも のを 除く 。）

（８）危険物 の貯蔵処ミ施設その

他これに類するもの

（９）葬儀手、エンバーミ ング施

鼈Ｔ玖。び遺体保管所

Ｃ地 ［Ｘ 次に掲げる建築物
ｉ

（１）マージ ャンミ、 ぱち んこ

ミ、 射蝎手、 勝馬歌票券発売

所、 手タト車券売場そ の他 これ

らに類するもの

２－



ｅ

（２）倉庫（附属倉庫を除 く。）

（３）畜台（ペッ トと して飼育す

る犬、猫等の動物 の畜舎で １５

逗獄、下 のも の八び動物病院、

ペッ トシ ョッ プその他これら

に類する ものを除く。）

（４）工場（ 自家販売 のた めに食

砿製造業 を営むパ ン℡、米℡

、豆腐星、菓子屋その他これ

らに類するも の‾ｋび洋ほ店、

を埀、せ具ミ、自 転本店、家

庭電気器具店その他こ れらに

類す るも のを 除く 。）

（５）自動車修ミ工場 （自 動車販

売店、カ ー稍 ぬ店その他これ

らに類するものを除く 。）

（６）危険物の貯蔵処を施設その

他これに類するもの

（７）葬覧葹、エ ンバーミ ング施

設蓼、び遺体保営所

附　則
Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ

この条例 は、 国道 ３３０そ索道胡屋 ・中央地区加 ＩＸ計画に係 る都市計画法 （Ｈｇｌ口４３

年法律第 １００号）第 ２０ 条第 １項の規定に よる 告示 の日 から 施むする。

－３


